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に
つ
い
て
の
統
計
デ
ー
タ
の

作
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

問
内
外
に
対
す
る
調
査
が
不

足
し
て
い
る
中
、
今
後
ど
の

よ
う
に
公
共
施
設
と
し
て
市

民
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
た
施

設
運
営
を
行
っ
て
い
く
の
か
。

問
公
共
下
水
道
計
画
の
進
捗

状
況
は
。

答
平
成
29
年
度
末
の
進
捗
状

況
は
汚
水
の
整
備
に
つ
い
て

面
積
４
０
５
８
ha
、
整
備
率

64
・
２
％
、
雨
水
の
整
備
に

つ
い
て
面
積
１
７
４
９
ha
、

整
備
率
34
・
０
％
で
あ
る
。

問
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理

の
状
況
は
。

答
平
成
29
年
度
末
の
管
渠
総

延
長
は
約
９
３
６
㎞
で
、
修

繕
、
清
掃
、
埼
玉
県
流
域
下

水
道
と
の
接
続
箇
所
の
点
検

問
支
援
員
の
配
置
基
準
の
改

正
に
よ
り
、
市
内
の
養
護
老

人
ホ
ー
ム
に
ど
の
よ
う
な
影

答
使
用
の
ニ
ー
ズ
、
使
わ
れ

て
い
る
時
間
帯
、
周
辺
の
駐

車
場
の
状
況
を
含
め
体
系
的

な
調
査
を
し
た
上
で
、
今
後

の
改
善
に
つ
い
て
、
し
っ
か

り
対
応
し
て
い
き
た
い
。

等
を
実
施
し
て
い
る
。
ポ
ン

プ
場
は
汚
水
53
施
設
、
雨
水

17
施
設
、
そ
の
他
調
整
池
等

37
施
設
で
、
巡
視
や
機
器
等

の
修
繕
を
実
施
し
て
い
る
。

問
経
営
戦
略
策
定
の
意
図
は
。

答
経
営
戦
略
は
安
定
的
に
事

業
を
継
続
す
る
た
め
の
中
長

期
的
な
経
営
の
基
本
計
画
で

あ
り
、
収
支
を
均
衡
さ
せ
た

収
支
計
画
が
中
心
で
あ
る
。

策
定
に
よ
り
経
営
基
盤
の
強

化
と
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

向
上
を
実
現
し
て
い
き
た
い
。

響
が
あ
る
の
か
。

答
現
時
点
で
は
影
響
は
な
い

が
、
今
後
、
特
定
施
設
入
居

問
条
例
改
正
の
目
的
は
？

答
対
象
者
を
真
に
経
済
的
負

担
の
軽
減
が
必
要
な
低
所
得

者
に
限
定
し
、
医
療
費
負
担

の
可
能
な
人
に
は
負
担
を
し

て
も
ら
う
と
い
う
観
点
か
ら
、

所
得
制
限
を
導
入
す
る
も
の

で
あ
る
。

問
導
入
す
る
、
所
得
制
限
の

基
準
の
金
額
は
？

答
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合
、

所
得
３
６
０
万
４
千
円
と
な

る
。

問
所
得
制
限
の
基
準
を
設
定

す
る
際
、
考
慮
し
た
点
は
？

答
国
の
「
特
別
障
害
者
手
当

」
の
所
得
基
準
額
に
準
拠
し

て
お
り
、
全
国
的
に
も
18
都

道
府
県
が
採
用
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
障
害
ゆ
え
に
発
生

す
る
多
額
の
医
療
費
に
対
す

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目

的
と
し
て
お
り
、
所
得
制
限

を
導
入
す
る
に
際
し
、
特
別

な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
判

断
し
、
本
人
の
み
の
所
得
を

対
象
と
し
た
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
障
害
に
対
応
し
た
医
療
は

公
的
支
援
の
対
象
で
あ
る
べ

き
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
。

答
医
療
費
の
自
己
負
担
が
大

き
い
慢
性
疾
患
や
障
害
の
あ

る
人
に
対
し
て
は
、
公
的
医

療
保
険
や
国
、
自
治
体
が
助

成
す
る
制
度
が
あ
る
。

問
適
用
が
平
成
34
年
10
月
に

な
る
既
存
受
給
者
と
新
規
対

象
者
で
所
得
制
限
の
適
用
時

期
を
合
わ
せ
ら
れ
な
い
か
。

答
同
時
に
導
入
し
た
場
合
、

不
公
平
感
は
な
く
な
る
が
、

そ
の
間
新
規
対
象
者
に
対
し

て
支
給
す
る
医
療
費
は
、
市

の
単
独
事
業
と
な
り
、
全
額

市
の
負
担
と
な
る
。

問
障
害
者
雇
用
は
厳
し
い
が
、

失
業
し
た
場
合
の
対
応
は
。

答
現
在
、
失
業
等
収
入
の
激

変
等
に
よ
る
適
用
除
外
は
整

備
さ
れ
て
い
な
い
が
、
毎
年

所
得
審
査
を
行
う
た
め
、
次

年
度
は
受
給
者
と
し
て
対
象

と
な
る
と
考
え
る
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
案
第
93
号

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】【
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
88
号

平
成
29
年
度
公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
92
号

保
育
所
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

議
案
第
90
号

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

答
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
効

率
化
が
図
ら
れ
、
民
間
の
社

会
福
祉
法
人
等
が
、
養
護
老

人
ホ
ー
ム
を
整
備
し
や
す
く

な
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

者
生
活
介
護
等
の
指
定
を
受

け
た
場
合
は
、
規
程
ど
お
り

の
支
援
員
の
配
置
が
必
要
と

考
え
て
い
る
。

問
今
回
の
改
正
に
よ
る
メ
リ

ッ
ト
は
。

ン
を
設
置
し
、
暑
さ
対
策
を

行
う
と
と
も
に
、
保
育
所
保

育
指
針
に
示
さ
れ
て
い
る
施

設
の
適
切
な
温
度
、
湿
度
を

常
に
保
て
る
よ
う
対
応
し
て

い
く
。

問
仮
園
舎
移
転
に
当
た
り
、

保
護
者
や
地
域
住
民
に
対
し

て
説
明
を
行
っ
て
き
た
の
か
。

答
保
育
園
の
現
況
や
仮
園
舎

移
転
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
、

保
護
者
に
説
明
会
や
文
書
で

お
知
ら
せ
し
た
。
ま
た
、
自

治
会
長
、
支
会
長
、
地
域
会

議
の
会
長
へ
報
告
し
た
。
周

辺
住
民
に
は
直
接
訪
問
し
説

明
す
る
と
と
も
に
、
自
治
会

全
世
帯
へ
の
回
覧
も
行
っ
た
。

問
自
動
車
お
よ
び
自
転
車
で

の
送
迎
に
対
応
す
る
た
め
、

駐
車
場
の
確
保
状
況
は
。

答
近
隣
住
民
の
通
行
の
妨
げ

に
な
ら
な
い
よ
う
、
仮
園
舎

の
近
く
に
約
20
台
分
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
い
る
。

問
仮
園
舎
の
暑
さ
対
策
は
ど

の
よ
う
に
行
う
の
か
。

答
全
て
の
保
育
室
に
エ
ア
コ

保健福祉常任委員会
南古谷保育園仮園舎現地視察


